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依頼論文

地域との連携における大学の役割と今後の展開 
―サービス・ドミナント・ロジックの適用による検討―
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Abstract

The term “university-community collaboration” is comprehensive and is used in diverse contexts. Furthermore， 
it is multi-layered and promoted by organizations such as universities and local governments in systems such 
as laws based on national strategies and policies and in compliance with them. Under the policies of these 
organizations, collaboration is carried out through projects or other frameworks involving individuals such 
as university faculty, staff, students and municipal employees. Alternatively, there are also bottom-up cases 
stemming from university faculty, staff, and students, and the forms of collaboration they employ are diverse. 
Therefore, this paper presents a comprehensive overview and suggests future directions for university–
community collaboration by outlining the role expected of universities under the legal framework and reviewing 
and analyzing the typologies of collaboration discussed in prior research. Universities are actors in community-
centered ecosystems and in the analysis, the ecosystem concept is applied to service-dominant logic.
キーワード：サービス・ドミナント・ロジック，サービス・エコシステム，大学地域連携，共創，地方創生，
オペランド資源，オペラント資源
Keywords: Service-Dominant Logic, Service Ecosystem, University–Community Collaboration, Co-creation, 
Sustainable Regional Development, Operand Resources, Operant Resources

1. はじめに
「大学と地域との連携」が示す範囲は包括的であり，
多様な文脈で使用される。さらに，多層的な構造を有し
ており，国家戦略や方針に基づいた法律等の制度のもと，
大枠においては，それらに準拠する形で大学・自治体等
の組織により推進される。そして，それらの組織の方針
のもと，大学教職員・学生，自治体職員等の個人がプロ
ジェクト等の基盤や仕組みを通じて，連携を行うことと
なる。一方で，大学教職員・学生による自発的なボトム
アップ型のケースも存在し，そのプロセスや形態も多岐
にわたる。
本稿では，次章において詳述するサービス・ドミナン

ト・ロジックにおける概念を「大学と地域との連携」に
適用し，多層的な構造を示した上で，先行研究におけ
る「大学と地域との連携」における類型，法制度に基づ
いて大学に求められている役割を概観し分析を行うこと
で，「大学と地域との連携」の全体像を明らかにし，大

学の役割と今後の方向性を示唆する。

2. サービス・ドミナント・ロジックの適用
による検討

2-1. 大学と地域との連携におけるサービス・エコシステ
ム
サービス・ドミナント・ロジックは，Vargo & Lusch

（2004）において提唱され，基本的前提・公理の改訂を
重ね，Vargo & Lusch（2016）では，以下の 5つの公理
が提示されている。なお，サービス・ドミナント・ロ
ジックにおけるサービスとは，「他のアクターあるいは
自身のベネフィットのために資源を適用すること」と
定 義 さ れ て い る（Vargo & Lusch,2017, p.47，Lusch & 

Vargo,2014/2016, p.65）。

公理 1. サービスは交換の基本的基盤である。
公理 2. 価値は受益者を含む複数の行為者によって共

創される。
公理 3. すべての社会的行為者および経済的行為者は

資源統合者である。
公理 4. 価値は常に受益者によって独自にかつ現象学
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的に決められる。
公理 5. 価値共創は行為者が作った制度と制度配列を

通じて調整される。
Vargo & Lusch（2016）p.18，日本語訳は Stickdorn et 

al.（2020）p.59より引用

なお，前提として，Lusch & Vargo（2014/2016, p.11）は，
「消費者」と「生産者」，「顧客」と「企業」という用語
の使用を極力避け，経済的（および社会的）アクターを
包括的な「アクター」と呼ぶとしている。そして，「基
本的にすべてのアクター（例えば，ビジネス企業，非営
利組織や政府組織，個人，家庭）が 1つの共通目的を有
して」おり，さらにその目的は「サービスとサービスの
交換および資源統合を通じた価値共創である」と見解を
述べている。さらに，Lusch & Vargo（2014/2016, p.191）は，
サービス・エコシステムについて，「共通の制度的ロジッ
クとサービス交換を通じた相互的な価値創造によって結
びつけられた資源統合アクターからなる相対的に自己完
結的で自己調整的なシステムである」と定義している。
そして「サービス・エコシステムは，インタラクション
したりサービスを交換したりするアクターからなる一次
元的あるいはフラットなミクロ・レベルの構造とみなさ
れるべきではない。むしろ実際には，サービス・エコシ
ステムは複数の層をなしている」と述べている（Lusch 

& Vargo, 2014/2016, p.200）。「マクロ構造を特徴づける構
成要素としては，共通のナレッジ，長期間継続しかつ永
続性のある制度，そして，ミクロ・レベル・システムや
マクロ・レベル・システムにいるアクターたちがコミュ
ニティの中にどのように集まるのかに関する（しばしば
暗黙的で暗示的な）ルール」があり「ミクロ・レベル・
システムはメソ・レベル・システムの創造を促進させ，
メソ・レベル・システムは，マクロ・レベル・システム
の創造を促進させるが，一旦マクロ・レベル・システム
が構築されると，下位のメソ・レベル・システムやミクロ・
レベル・システムに影響力を持つようになる」と説明し
ている（Lusch & Vargo,  2014/2016, p.201）。
図 1は，サービス・ドミナント・ロジックにおけるサー

ビス・エコシステム構造を大学と地域との連携において，
その適用を試みたものである。マクロ・レベル・システ
ムにおいては，政府の方針・法律等の制度，メソ・レベル・
システムにおいては，「大学」「自治体」等のインタラク
ション，ミクロ・レベル・システムにおいては，大学教
職員・学生・自治体職員・住民等のアクターのインタラ
クションを位置づけている。具体的には，マクロ・レベル・
システムでは，「まち・ひと・しごと創生法」および「教

育基本法」「学校教育法」等の法制度，メソ・レベルで
は，自治体と大学との包括連携協定等の制度や大学の単
位認定制度やプロジェクト型学修（PBL）の枠組み，また，
ミクロ・レベルでは，プロジェクトの定例会議や役割分
担の実践的制度等のもと，インタラクションが行われる。
なお，Lusch & Vargo (2014/2016, p.202)のサービス・エコ
システムの構造においては，アクターは「企業」と「顧客」
として設定されている。
杉岡（2007）は，大学と地域との連携を「地学連携」

とし，大学側からの観点での「地学連携によるまちづく
り」を主導する主体の違いにより「大学法人主導型」「大
学教員主導型」「学生主導型」「ガバナンス型」の 4つに
分類し，以下の通り説明している。

大学法人主導型：大学理事者や自治体理事者による
トップレベルによる意見交換，トップの方針や指令など
により，部分的・単発的取組が固定的に行われているよ
うな地学連携の事例のことである。
大学教員主導型・学生主導型：大学の特定の教員や学

生（ゼミ生など）による専門性を生かした自主的な取組
みが，地学連携を牽引し，結果として，それが大学全体
の公式の取組みへと影響を与える地学連携の事例のこと
である。
ガバナンス型：そのような教員や学生の牽引の結果，

大学や自治体の中に地学連携によるまちづくりの専門部
署（員）やネットワークができ，組織全体を上げて（原
文ママ）ネットワークを組み，これからガバナンス社会
へと貢献する事例のことである。

杉岡（2007）p.85.

なお，杉岡（2007, p.85）は，「地域ガバナンス社会に
おける地域が，個性的で持続可能な地域社会をつくるた
めに，大学を地域の資源として，また多様なネットワー
クの担い手の 1つとして位置づけ，また大学自身も地域
貢献の一環としてこの要請に応え，お互い尊重しながら
対等な立場で連携・協力・協働をし，新しい公共を創造」
していくことが求められるようになったと考察してい
る。
ここで，サービス・エコシステムにおいて適用すると，

「大学法人主導型」においては，メソ・レベルからのトッ
プダウン型であり，「大学教員主導型」「学生主導型」さ
らに大学教員や学生等の牽引による「ガバナンス型」は，
ミクロ・レベル・システムがメソ・レベル・システムの
創造を促進させるというボトムアップ型の現象として捉
えられる。
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2-2. 大学と地域との連携におけるオペランド資源とオペ
ラント資源
本節では，サービス・ドミナント・ロジックにおい

て重要な概念である，オペランド資源とオペラント資源
の概念を援用しながら，大学と地域，それぞれのオペラ
ンド資源およびオペラント資源はいかなるものかについ
て，大学と地域との連携における先行研究を概観する。
オペランド資源とは，「ベネフィットを提供するにはそ
れらに行為を施す別の資源を施す別の資源を必要とする
（潜在能力のある）資源のこと」であり，「静的」で「そ
れらの多くは天然資源のような有形なもの」である。一
方，オペラント資源とは，「ベネフィットを創造するた
めに他の（潜在能力のある）資源に行為を施す能力を
秘めている資源のこと」であり，「人間のスキルやケイ
パビリティ」はその典型的な例である（Lusch & Vargo, 

2014/2016, p.66）。
中塚・小田切（2016, pp.6-7）は，理系の領域（とりわ

け工学や農学の領域）での地域課題に関わる伝統的な「産
学連携型連携」に加えて，「若者の拠点」としての大学
において，多様な主体として大学生が関わる連携活動を
「新しい連携」と位置づけている。そして各地の取り組
みから，地域の当事者意識と主体の専門性の 2軸で，「交
流型」「価値発見型」「課題解決実践型」「知識共有型」 の 

4つのタイプに類型化している。主体の専門性および地
域の当事者意識は，「交流型」「価値発見型」「課題解決
実践型」「知識共有型」の順で高まっていく。そして，「移
動コストが小さい地域との連携の場合は，頻繁な往来が
可能」となることから「交流型」「課題解決実践型」の
活動，移動コストが大きい場合は，「活動の頻度や時間
は制限を受ける」ことから「価値発見型」「知識提供型」
の活動に向いていると見解を述べている（中塚・小田切
2016, p.9）。なお，「交流型」は「地域の農家や住民とと
もに，農作業やイベントをおこなう活動タイプ」であり，
「価値発見型」は「主にグループ単位での活動を計画的
におこない，地域の新しい価値発見を目指すタイプ」，「課
題解決実践型」は「地域の抱える課題に対して，具体的
な実践活動を通して解決を試みるタイプ」であると説明
している。「課題解決実践型」についての事例としては，
「新しい特産品の開発やその料理方法の提案，ニーズ分
析に基づくグリーンツーリ ズムの商品の開発，空き家の
活用など」を挙げ，「地域との緊密な 関係性のもとでの
企画開発をおこなうような活動である」と述べている。
最後に「知識共有型」については，「教員や大学院生が
中心となり，専門知識をもって地域課題の解決に貢献し
ているタイプ」とし「旧来からある地域連携活動の形で
あり，地域づくり活動のアドバイザーやコンサルタント
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図 1 大学と地域との連携におけるサービス・エコシステムの構造
出所：Lusch & Vargo (2014/2016, p.202) 

図表 8.5サービス・エコシステムの構造を参考に筆者作成
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のほか，セミナーや講演活動，行政などの委員会のメン
バーとなることも含まれる」と説明している（中塚・小
田切 2016, p.7）。
続いて，西村（2016）は，産学連携等では「理科系研究」

領域がメインであるが ，考察において想定する対象は，
比較的幅広い「文科系研究」における地域連携であると
した上で，地域側からの観点から， 地域連携の表出タイ
プとして，以下の通り「ボランティアタイプ」「意見提
案タイプ」「産学連携研究タイプ」の 3つに分類している。

• ボランティアタイプ：とにかく地域に学生を出して下
さい。学生の若い行動力で，地域を活性化させたい・
地域を元気づけたい。ボランティア専攻を除くと，専
門の研究領域とは直接関係なくて構いません。

• 意見提案タイプ：すでにやるべき事は決まっています。
その上で，学生一般として若者の感性から意見交換し
ましょう。学生側・大学側は，それ以上は関与する必
要はありません。

• 産学連携研究タイプ：学生が大学生として日々研究し
ている専門知識から，産官学連携に取り組みましょう。

西村（2016） pp.46-47.

以上，中塚・小田切（2016），西村（2016）による先
行研究を概観すると，主に「理科系研究」をベースとし
た産学連携に追加された「新しい連携」では，大学生の「若
者としての視点・行動力」，教員や大学院生の「専門知
識」がオペラント資源となりうると言える。なお，西村
（2016）における「産学連携研究タイプ」は，「地域社会
の課題が複雑・多様・多元的・複合的であり，なかなか
それらにマッチングできる研究領域が特定できない」（ 

p.43）ため大学生が提供する資源としては，現状，相対
的に少ないケースである。この点について，西村（2016, 

pp.44-45）は，大学側が考慮するべき点として，「大学の
教育としての意味づけを明確に持っているのかと言うこ
とが重要」であり，「例えば専攻する専門の研究領域と
の整合性を確認・担保した上での地域社会への貢献の場
合と，専門領域とは関係なく若者が社会へ出ることによ
る活性化と言うことだけに力点を置いている場合とは，
異なるものである」としている。その上で「専門度の広
がりとマッチング度から，後者の位置づけは依然として
特に文科系研究領域に多いと言える」と見解を述べてい
る。
さらに，先行研究における類型化として飯盛（2015）

の分類を参照する。飯盛（2015, p.95）は，大学からみた

地域との連携の分類として，大学内外，実践活動の有無
の 2軸で，➀域学連携 ➁大学祭，イベントなど ➂地域
の方々による講演，公開講座，共同研究など➃フィール
ドワーク研究，教員による講演など，の 4つのタイプに
分類している。飯盛（2015, p.94）は，「地域づくりにお
いて，大学生の可能性に注目が集まっている。特に，大
学は，地域の資源化プロセスを確立する上で，重要な役
割が果たせることがわかってきた」と述べ，「若者，よ
そ者の視点が，地域イノベーションを誘発する可能性」
について言及している。ここで，資源化プロセスとは，
「➀地域資源の発見・再認識，➁意味づけや価値観の共有，
➂資源の戦略的展開というフェーズで構成」され，「次々
と何らかの新しい活動や価値を生み出すこと，すなわち
社会的創発をもたらすことが肝要」と見解を述べている
（飯盛 , 2015, p.154）。
なお，総務省の定義 によると，「域学連携」地域づく

り活動とは，「大学生と大学教員が地域の現場に入り，
地域の住民や NPO等とともに，地域の課題解決又は地
域づくりに継続的に取り組み，地域の活性化及び地域
の人材育成に資する活動」のことであり，活動事例とし
ては以下が挙げられている。

• 地域資源発掘，地域振興プランづくり，地域マップづ
くり，地域の教科書づくり

• 地域課題解決に向けた実態調査
• 地域ブランドづくり，地域商品開発，プロモーション
• 商店街活性化策検討，アンテナショップ開設
• 観光ガイド実践，海外観光客向けガイドブックづくり
• 環境保全活動，まちなかアート実践，子ども地域塾運
営，高齢者健康教室運営

など
また，意義と課題認識については，以下の通り記述さ

れている。

過疎化や高齢化をはじめとして様々な課題を抱えてい
る地域に若い人材が入り，住民とともに地域の課題解決
や地域おこし活動を実施することは，都会の若者に地域
への理解を促し，地域で活躍する人材として育成するこ
とにつながるとともに，地域に気づきを促し，地域住民
をはじめとする人材育成に資するものであります。
こうした取組は，地域（地方自治体）及び大学（大学生・

教員）双方にメリットがあり，さらなる充実が望まれて
いることから，連携事例の収集・整理，そのノウハウの
確立，継続的に実施できる仕組み作りが求められている
ところです。
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総務省（n.d.）「域学連携」地域づくり活動

総務省の域学連携の定義においては，「地域に若い人
材が入り」という言及があり，また，その意義において
は，「都会の若者」に地域への理解を促すことによる地
域で活躍する人材の育成と地域住民の人材育成に資する
ものとしており，ここでは，大学所在地が地域内ではな
く，主に首都圏の大学等を想定していると言える。
なお，萩原・井上（2019, p.127）は，「学生の主体性の

側面」からの域学連携について，「学生個人やサークル
活動をはじめ，参画への任意性が高いものから，正課の
必修科目としての活動をはじめ，参画への任意性が低い
ものまで多様である」としており，さらに，連携の継続
性の側面からの域学連携として，「年度単位もしくはイ
ベント単位で地域を変更するもの，複数年にわたり同じ
地域と活動を継続しているものがみられる」と述べてお
り，任意性と継続性の軸で域学連携を分類している。
ここで「大学と地域との連携」における「地域」とは，

「主体」としての「地域」と「範囲・領域」としての「地
域」の 2つの側面がある（加藤 , 2025, p.4）。なお，村山
（2012, p.94）は，地域には➀地域コミュニティ➁地域コ
ミュニティの様々な主体があるとしており，地域コミュ
ニティの主体として，市民・NPO・事業者・自治会・商
店街・行政・教育機関・福祉機関等を挙げている。一方で，
「範囲」として捉えた場合は，主に，大学が所在する地域・
隣接地域と，距離的に離れているが何らかの経緯により
活動の対象となっている地域の 2つに大別される。前掲
の総務省の定義によると「域学連携」は後者にあたると
考えられるが，前者と後者のうち，どちらの地域を主た
る対象としているかにより，活動の出発点となる連携の
目的が異なってくる。また金銭的・時間的コストの大小
に影響を受け，訪問頻度や活動内容，そして大学と地域
間での「関係性」が異なってくる。この点について，「活
動内容」については，中塚・小田切（2016, p.9）は「移
動時間や交通費などの『移動コスト』の違いにより，活
動頻度や活動内容が大きく制限されるため，向き不向き
を考えて，活動を選択する必要がある」と見解を述べて
いる。また，大学と地域との「関係性」については，移
動コストが高い場合，相対的に訪問頻度が低くなること
から，地域との関係性としては，「弱い」つながりとな
ることが想定される。しかしながら，弱いつながりは負
の側面として捉えられるのではなく，むしろ新たな価値
が生じる可能性を含んでいる。飯盛（2015, pp.32-33）は「新
しい活動や価値を生み出すには，信頼のおけるつながり，
異質な知や情報が入ってくるつながりの両方が必要」で

あるため，「社会的創発をもたらすには，強いつながり
と弱いつながりがうまく結合した構造になっていること
が必要」であると述べている。
また，同じく総務省によると，地域側のメリットとし

て，「大学に集積する知識や情報やノウハウが活かされ
る」「地域で不足する若い人材力を活用」「地域の活性化」
が挙げられており，大学のメリットとして，「実践の場
が得られる」「教育・研究活動へのフィードバック」が
挙げられている。そして，共通のメリットとして，「学
生や地域住民の人材育成」が提示されている。ここで，
オペラント資源とは何かという問いに答えるとすると，
大学からのオペラント資源は「大学に集積する知識や情
報」「若い人材力」であり，地域におけるオペランド資
源は「実践の場」「教育・研究活動のフィードバックの
機会」である。なお，総務省において「域学連携」地域
づくり活動の取り組みが推進されていることから，マク
ロ・レベルの国としての政策，メソ・レベルの大学と自
治体の方針のもと，ミクロ・レベルにおける学生・大学
教職員が実践を行っていると捉えることができる。
以上，先行研究を通じて様々な切り口からの類型につ

いて概観してきたが，表 1は，これまでレビューしてき
た先行研究に基づいて編集・整理を行い，目標，活動範囲，
主な主導主体，主な実施主体，継続性，任意性，それぞ
れにおける選択肢を示したものである。

表 1　大学と地域との連携活動における分類表表 11  
  

分類軸 分類 参考文献 

目目標標  

共同研究・社会実装 中塚・小田切(2016) 

飯盛(2015) 知識共有 

課題解決・地域づくり 

価値発見・意見提案 

地域振興 

交流 

活活動動範範囲囲  

大学外 

大学所在地市町村・近隣市町地域 
 

飯盛(2015) 

 野澤(2016） 

 

 
大学所在地市町村・近隣市町地域

以外 

大学内 大学祭での展示・特産品販売等 

主主なな主主導導主主体体  

大学法人（トップ）  

杉岡(2007) 大学教職員 

学生 

自治体（町長） 

主主なな実実施施主主体体  

大学 

教員  

 

 

―	

職員 

学生 

自治体 職員等 

企業 社員等 

NPO 等 職員等 

地域住民 

継継続続性性  
単発 イベント単位等  

 

萩原・井上（2019） 

継続 年度単位・複数年 

任任意意性性  
高 

学生個人・サークル・ 

公募制プロジェクト等での活動 

低 必修科目での活動等 

  

 
 

出所：先行研究に基づいて筆者作成
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表 1の「目標」の項目は，「活動内容」とも言える
が，それぞれが活動を通じて即座に具現化できるという
ものではなく，目標として掲げられ，活動を行うものと
考えられるため項目名を「目標」とした。そして，それ
は，「交流」「地域振興」「課題発見・意見提案」「課題解
決・地域づくり」および「知識共有」「共同研究・社会
実装」などに類型化され，「交流」から「課題解決・地
域づくり」に至るまで順にステップアップしていくと捉
えられるが，目的やアクターが求めるものに準拠するも
のであるため，必ずしもその限りではないと考える。「交
流」そのものが価値となる場合もありうるであろう。な
お，上記の分類では，例えば，年間であるいは経年で，「交
流」と「価値発見・意見提案」を両方行っている場合な
ど，混合型あるいは継続・発展型も存在する。これらは，
継続することにより可能となるため，表 1の分類項目の
1つ「継続性」の中の選択肢である「継続」によって可
能となる。次に，「活動範囲」としては，「大学内」であ
るか「大学外」であるかに分かれ，大学外の場合は「大
学所在地市町村・近隣市町村地域以外」に分かれる。続
いて「主な主導主体」としては，「大学法人（トップ）」
「大学教職員」「学生」「自治体（町長等）」主な実施主
体としては，メソレベルとしての大学・自治体・企業・
NPO，ミクロレベルとしての「（大学）教職員」「学生」「（自
治体）職員」「（企業）社員」「（NPO）職員等」「地域住民」
を挙げている。最後に，任意性としては，「高」「低」に
分けられ，それが活動への意欲にも関係してくることが
想定される。

2-3. 大学と地域との連携における価値共創
これまで概観してきた先行研究は「大学との地域との

連携」における類型化であるが，村山（2012）は，そも
そもの「地域連携」を一つの類型として，大学と地域と
の共生の方法という観点から，「地域貢献型」「地域連携
型」「地域共創型」の 3類型を提示し，以下のように説
明している。

地域貢献型：「大学の地域からの分離独立を前提として，
大学の都合に合わせて市民向け公開講座を
開催するなど，『地域貢献型』では大学の
知的・人的資源は地域に対して一方的にア
ウトプットされる。そこにおいて地域課題
の探求や地域ニーズに応える姿勢は希薄で
ある」

地域連携型：「産学連携やインターンシップ等のように
大学と地域が互いに対等な主体でありス

テークホルダーとして認めたうえで，双方
向にアウトプットし合う関係」に基づいて
おり，「今日の主流」となっている。

地域共創型：「大学と地域がお互いにお互いの存在を前
提として，プロジェクトによっては大学と
地域の主体が協働して地域コミュニティを
創造していく共生関係である」

村山（2012）p.94．

村山（2012, pp.94-95）は，「地域共創型」と「地域貢
献型」「地域連携型」の違いについて，「地域貢献型」「地
域連携型」においては「大学と地域はそれぞれの主体が
それぞれの目的のために独立して自立的に発展すること
を目指している」のに対し，「地域共創型」は「それぞ
れの独立性・自立性は維持しながらも，『より良い地域
を創造し発展させてゆくこと』を共通の目的として，大
学と地域とのそれぞれの特性を生かした役割分担と達成
目標を設定した具体的なプログラムを企画・実施してゆ
く。いわば大学と地域が創造的に融合され，一緒により
良い地域コミュニティを創り上げて行くような共生関
係」であるとし，「地域共創に取組む大学は増えている」
としている。そして，「大学も地域コミュニティの一主
体であるが，大学は地域コミュニティそのものではなく，
地域から独立した自律的なコミュニティである」として
いる。さらに「大学内部にも，教授会，職員集団，学生
集団などの多様なコミュニティにより構成されている」
とし，「地域も大学も多様な主体から構成されるコミュ
ニティであること，そして大学は地域コミュニティの一
員であることは，大学と地域の共生を考える前提である」
と見解を述べている。
ここで前掲のサービス・ドミナント・ロジックのサー

ビス・エコシステムに照らすと，メゾ・レベルにおける
大学は地域から独立したコミュニティであり，さらに教
授会等の多様なコミュニティから構成されていると捉え
られる。さらに，サービス・ドミナント・ロジックの公
理に照らすと，サービスは交換の基本的基盤であり（公
理 1），価値は受益者を含む複数の行為者によって共創さ
れる（公理 2）。そして，価値は常に受益者によって独自
にかつ現象学的に決められる（公理 4）。大学と地域との
連携に適用して検討すると，前掲の通り，サービス・ド
ミナント・ロジックにおけるサービスとは，「他のアク
ターあるいは自身のベネフィットのために資源を適用す
ること」であり，「価値」は，教員・職員・学生・自治
体職員等の複数の行為者の「連携」を通じて「共創」さ
れる。大学から地域への一方向性の「貢献」ではなく，
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相互作用のある双方向性の「連携」が価値の「共創」に
つながるということになると考えられる。それゆえ，村
山（2012）においては，地域連携と地域共創という表現
により分けているが，「連携」は「共創」につながって
いると捉えられる。ここで重要な点は，決定される「価値」
はそれぞれのアクターにより異なるが，「より良い地域
を創造し発展させていく」（村山 2012, p.94）という「目的」
は全てのアクターに共通のものであるいうことである。
図 2は，これまで概観してきた先行研究に基づいて作

成した大学と地域との連携における概念図である。野澤
（2016, p.7）は，大学が「地域に対する奉仕者のような印象」
を与える「地域貢献」という表現ではなく，「地域連携
は地域と大学が互酬的な関係でなければその活動は長続
きしない」ため，大学の第 3の使命は「地域連携」と表
示することを提案したいと述べている。「連携」が「共創」
につながることで，結果的に地域に「貢献」することに
なるとも言えるが，図 2では，大学から地域への一方向
性を表す言葉として「貢献」，そして「連携」からつながっ
ていく双方向性の「共創」として，軸を設定した。また「専
門知識」と「若者・よそ者視点」を軸として，前述の「目
標」としての「交流」「地域振興」「課題発見・意見提案」
「課題解決・地域づくり」および「知識共有」「共同研究・
社会実装」を「貢献」と「共創」，「専門知識」と「若者・
よそ者視点」の軸に基づいて類型化を行った。
大学と地域との連携により共創される価値とはいかな

るものであるのか。Lusch & Vargo（2014 /2016, p.66）に
よると，「価値とは，ベネフィットのことであり，それ

はある特定のアクターの福利の増大でもある。価値はア
クター特殊的で，かつ価値創造の全ての実例が文脈的に
まったく異なるので，全ての出来事は独自のものとなる」
としている。

Verleye（2015, pp.323-324）は，価値共創における期待
される便益として，快楽的便益（hedonic benefits），認知
的便益（cognitive benefits），社会的便益（social benefits），
個人的便益（personal benefits），実用的便益（pragmatic 

benefits），経済的便益（economic benefits）を提示してい
る。なお，「快楽的便益」とは楽しい経験をすること，「認
知的便益」とは新しい知識やスキルの習得，「社会的便
益」は他の人々と繋がることができること，「個人的便益」
とはより良い地位と評価を得られること，「実用的便益」
とは個人のニーズを満たすソリューション，経済的便益
とは努力にみあった報酬のことを示している。
ミクロ・レベルでのアクターが，各々の便益を享受

し，価値を決定することで，満足度や活動への継続意向
につながっていくことが考えられる。しかしながら，そ
れぞれの便益のためだけに活動するのではなく，全ての
アクターが，1つの共通目的のもとに連携することを意
識して活動することが重要である。前掲の通り，Lusch 

& Vargo（2014 /2016）は，基本的にすべてのアクター（こ
こでは，教員・職員・学生・自治体職員等のアクター）
が 1つの共通目的を有しており，「それはサービスとサー
ビスの交換および資源統合を通じた価値共創である」と
している。ここでの共通目的は，「大学の資源と地域の
資源の融合を通じた価値共創」ということになる。そし

 

 
図図 22  
 

 

 
図図 33  
 
 
 

図 2　大学と地域との連携における類型
出所：先行研究（中塚・小田切 , 2016ほか）を参考に筆者作成
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て，それは具体的には，村山（2012）による前述の共通
目的「より良い地域を創造し発展させてゆくこと」であ
り，それを共に実現させることが「価値共創」である。
そしてこうした共通目的の下，全てのアクターが目標を
共有し価値共創を促進させることが，地域の持続的発展
につながっていくと考える。
次章では，改めてマクロ・レベル・システムとしての

国家戦略や法律等の制度について概観し，立ちかえるこ
とで，大学との関係においていかなる対象を示している
のか，そしてその地域において大学の役割として，何を
求められているのかについて検討する。

3. サービス・ドミナント・ロジックにおけ
るマクロ・レベル・システムからの検討

3-1. 地方創生に資する大学の役割
2014年「まち・ひと・しごと創生法」が制定され，そ

れに基づき「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」が
策定，第 1期「まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下
総合戦略）」（2015年度から 2019年度末まで）が策定さ
れた。さらにこれを踏まえ，地方公共団体においても「地
方人口ビジョン」「地方版総合戦略」が策定され，具体
的な事業が推進されることとなった。
まち・ひと ・しごと創生総合戦略では，以下の 4つの

目標が掲げられている。

＜基本目標➀＞ 地方における安定した雇用を創出する
＜基本目標➁＞ 地方への新しいひとの流れをつくる
＜基本目標➂＞ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望を

かなえる
＜基本目標➃＞ 時代に合った地域をつくり，安心なくら

しを守るとともに，地域と地域を連携す
る

まち・ひと・しごと創生総合戦略について平成 26年 

12月 27日閣議決定 pp.11-13.

さらに，4つの目標に対するそれぞれの政策パッケー
ジが策定されており，基本目標➁の政策パッケージのな
かに，「地方移住の推進」 「企業の地方拠点強化，企業等
における地方採用・就労の拡大 」と共に「地方大学等の
活性化」が提示されている（pp.33–39）。なお，平成 27

年 6月 30日閣議決定の「まち・ひと・しごと創生基本
方針 2015―ローカル・アベノミクスの実現に向けて―」
においても，「地方への新しいひとの流れをつくる」と
いう基本目標➁の「地方大学等の活性化」が掲げられて
おり，「意欲と能力のある若者が地域に残り活躍する環

境を実現するためには，雇用の創出に加え，地方大学等
が一層活性化し，より多くの若者を惹きつける魅力ある
存在となることが重要」とし，➀知の拠点としての地方
大学強化プラン➁地元学生定着促進プラン➂地域人材育
成プランの 3つのプランが提示されている [1]。その内
容から，大学への言及に焦点をあてると「地方大学」は，
地域産業を担う人材養成を期待されており，また「地元
大学」への進学，「都市部の大学等」から地方企業への
就職を促進するための地方公共団体との連携による雇用
創出・若者定着に向けた取組とともに，地元就職につな
がるキャリア教育，地域への愛着を深める教育，地域に
誇りをもつ人材の育成が役割として期待されていると言
える。また，地元の地方公共団体や企業等の連携を通じ
て，地域産業を担う高度な専門職人材，地域産業を自ら
生み出す人材等の育成が役割として求められている。
第 2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略 2020改訂版」

においては，基本目標 2の施策の一覧の中に地方への移
住・定着の推進という項目があり，その中に（1）地方
移住の推進（2）修学・就業による若者の地方への流れ
の推進の 2つが挙げられており，（2）については，さら
に➀「魅力ある地方大学の実現と地域産業の創出・振興」
➁「高等学校の機能強化等」の 2つの項目が挙げられて
いる（p.50）。
そして， 2024年 6月「まち・ひと・しごと創生法」が

施行されてから 10年の節目として公開された「地方創生
10年の取組と今後の推進方向」を通じて，  以下政府の方
針に基づいた地方創生における大学への期待と現段階で
の成果，今後の方針を概観することとする。当該報告書
では，地方創生の推進は「それぞれの自治体」が取り組
み，それらを国が支援するという方針に基づいて「地方
創生の 4つの柱（地方に仕事をつくる，人の流れをつく
る，結婚・出産・子育ての希望をかなえる，魅力的な地
域をつくる）に沿った施策をデジタルも活用しながら展
開」してきたこと，そして「各自治体においては，地域
の課題を自ら把握し，その解決に向けて行政と民間，住
民等が連携した取組」により，「暮らしやすさの向上に
加え，地域によっては人口増加や，2013年当時の人口推
計の値を上回るところもあり，この中には地方創生の取
組の成果と言えるものが一定数ある」として評価を行っ
ている（内閣官房・内閣府 , 2024, p.1）。なお，取組を通
じた成果のうち，大学が言及されている項目として，「地
方大学・産業創生法を踏まえた対応」として，「地方大学・
産業創生法に基づく地方大学・地域産業創生交付金を通
じて，これまで全国で 12の産学官連携による地域の取組」
への支援について言及があり，その中で「地域における
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大学の振興及び若者の雇用創出に向けた取組」の事例と
して「高知県・高知大学施設園芸分野における AIや IoT

等の最先端技術を活用したデータ駆動型農業の取組」「島
根県・島根大学では，地域に伝わる『たたら』製鉄を踏
まえた先端金属材料拠点の創出の取組が産学官連携等」
の推進などが挙げられている（内閣官房・内閣府 , 2024, 

p.4）。
一方で，課題としては，「国全体で見たときに人口減

少や東京圏への一極集中などの大きな流れを変えるには
至っておらず，地方が厳しい状況にあることを重く受け
止める必要がある」（内閣官房・内閣府 , 2024, p.1）と述
べられている。そして，「残された課題，新たな課題と
今後求められる取組方向」の中で，大学について言及さ
れている項目は，「東京圏への過度な一極集中への対応」
として「地方大学・高校の魅力向上等」（内閣官房・内閣府 , 

2024, p.6），「地域の生産年齢人口の減少への対応」とし
て「特定分野に強みを持つ地方大学・高専等による産学
官連携の推進による生産性の向上」（内閣官房・内閣府 

2024； p.7）， 「地域資源を生かし，付加価値を高める産業・
事業の創出」として「産学官が連携しつつ，多様なニー
ズを踏まえた地域資源の掘り起こし，組み合わせと活用」
（内閣官房・内閣府 , 2024, p.8）を推進していくというこ
とが挙げられている。
これまで概観してきた「まち・ ひと ・ しごと創生総合

戦略」および「地方創生 10年の取組と今後の推進方向」
においては，大学についての言及が主に「地方大学」と
して挙げられており，ここで対象としている「地域」が
主にその大学が所在する地域・隣接地域所在地を指して
いることが示唆された。つまり，地方創生の文脈におい
ては，対象となるのは主に「地方大学」であり，地方公
共団体や地元の企業と連携しながら，「地方の大学」が，
地域に愛着や誇りを持ち，地域産業を担い，地域課題を
解決しうる人材を育成し，その先に地元企業への就職，
定住などにつなげていくことが，役割として求められて
いるということが言える。なお，首都圏の大学において
も，地方創生の文脈では，地方への就職などの推進が期
待されている。
「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では，政策 5原
則として，（1）自立性（2）将来性（3）地域性（4）直
接性（5）結果重視が提示されており，前述のマクロ・
レベルからメソ・レベル，ミクロ・レベルへ一方向性の
画一的なトップダウンではなく，ミクロ・レベルからの
ボトムアップの方向性を示唆していると言える。そして，
マクロ・レベルの制度のもと追随的に実行するのではな
く，各地域がそれぞれ制度や仕組みを設計し，自発的に

取り組むということが方針とされていることがわかる。
そしてその点を反映して，「地方創生 10年の取組と今後
の推進方向」においては，上記の「行政と民間，住民」
の「連携」に始まり，「産官学」「自治体と事業者等」「官
民」「政策間」「地域間」「国家と地域関係者」「都市と地方」
「関係府庁」「国・都道府県・市町村」などのアクター間
での「連携」という用語が，随所で用いられている。「地域・
社会課題の解決に向けた規制・制度改革」の項目では，「デ
ジタル田園健康特区の取組を他の分野にも拡大し，地理
的に離れた自治体が連携して共通の課題解決に取り組む
『連携 “絆” 特区』を推進することで，規制・制度改革
を通じた地域・社会課題の解決を更に後押しする必要が
ある」（内閣官房・内閣府 , 2024, pp.11-12）と述べるなど，
多様な主体の「連携」を重視している。
野澤（2016, p.4）は，大学等の高等教育機関の地域連

携活動についてアンケート調査の結果から「大学等から
見た地域連携の活動範囲は，半数以上の学校が学校所在
地市町村および近隣市町村地域と比較的狭い地域での活
動が中心となって」おり，「昨今の政府の大学等の地域
連携促進策は，大学と連携する地域を文字通り大学が立
地する都道府県という捉え方をしており，大学の活動領
域を狭める方向に作用している」と指摘している。そし
て，それは国立大学においては，本来国および社会全般
を対象にするのが使命である中で，国立大学の “地域化”
を促している」と見解を述べている（野澤 , 2016, p.6）。
なお，「人口 5万人未満の地方圏の地方公共団体におけ
る大学との連携事例集　地方へのサテライトキャンパス
設置に向けた参考資料」[2]（令和 6年 3月）を参照すると，
収集事例件数 506件のうち，地方公共団体と連携してい
る大学のキャンパス本部所在地は，近隣地域（同県内）
キャンパスとの連携が多く，355件であり，全体の 7割
を占めている。しかしながら，見方を変えると，3割は，
近隣地域（同県内）以外との連携であり，「近隣地域（同
県内）以外の大学との連携事例では，地方公共団体と大
学が連携協定を締結し，それを足掛かりにしてフィール
ドワークの受け入れを行う事例が多い傾向にある」と言
及されており，連携協定等の制度を導入することが契機
となり，その制度のもと，活動領域を広げ，学校所在地
市町村および近隣市町村地域における活動が促進されて
いると考えられる。そして，移動・時間・金銭的コスト
が相対的に大きくなるにもかかわらず，学校所在地市町
村および近隣市町村地域以外の地域での連携活動が行わ
れるにあたっては，地域・大学それぞれに目的および享
受しうる便益があるからである。その目的と便益とはい
かなるものかについて，制度における大学の役割の側面
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から検討するために，次節においては，教育基本等，学
校教育法等の法制度を概観する。

3-2. 教育基本法・学校教育法等が定める大学の役割
矢口（2021：3-4）は，大学の価値について，教育基本

法 7条（大学），学校教育法第 83条（大学の目的）から
理解できることとして，「人財の育成」「学術進歩への寄
与」「社会発展への寄与」であると総括している。また，
文部科学省の「学士力」，経済産業省の「社会人基礎力」，
厚生労働省の「就職基礎力」についても言及し人財育成
の重要性を述べている。なお，ここでは，人は価値のあ
るものでありタカラであるという意味を込めて「人材」
ではなく「人財」が用いられている。
矢口（2021）が挙げている制度について以下原文を引

用しながら，マクロ・レベル・システムとしていかなる
制度が大学と地域との連携活動の設計に影響を与えてい
るかという観点から，検討を行うこととする。
教育基本法第二章教育の実施に関する基本（大学）に

おいては，以下定められている。

第七条　（第 1項）大学は，学術の中心として，高い教
養と専門的能力を培うとともに，深く真理を探究して新
たな知見を創造し，これらの成果を広く社会に提供する
ことにより，社会の発展に寄与するものとする。
2　大学については，自主性，自律性その他の大学にお
ける教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

教育基本法（2006）

また，学校教育法においては「大学の目的」 として以
下定めている。　

第九章 大学
第八十三条　
（第 1項）大学は，学術の中心として，広く知識を授け
るとともに，深く専門の学芸を教授研究し，知的，道徳
的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
（第 2項）大学は，その目的を実現するための教育研究
を行い，その成果を広く社会に提供することにより，社
会の発展に寄与するものとする。

学校教育法（1947）

上記を参照すると，教育基本法および学校教育法では，
大学の知見，研究の成果を「社会に提供することにより，
社会の発展に寄与する」ということが明記されている。
また，学士課程答申では「各専攻分野を通じて培う学

士力」を「参考指針」として提示した。 そして，高等教
育段階で培うことが求められる「学士力」の重要な要素
として，以下の能力を育成することが先進国や成熟社会
の共通の課題であると述べている。

• 知識や技能を活用して複雑な事柄を問題として理解
し，答えのない問題に解を見出していくための批判的，
合理的な思考力をはじめとする認知的能力

• 人間としての自らの責務を果たし，他者に配慮しなが
らチームワークやリーダー シップを発揮して社会的
責任を担いうる，倫理的，社会的能力 

•  総合的かつ持続的な学修経験に基づく創造力と構想
力

• 想定外の困難に際して的確な判断をするための基盤と
なる教養，知識，経験 

中央教育審議会（2012）p.5.

さらに，その指針に基づいて，「学士力」を育成して
いくために，「プログラム中心・具体的な成果中心の観
点から見直すことが必要」であり，「答えのない問題に
対して自ら解を見出していく主体的学修の方法や，想定
外の困難に際して的確な判断力を発揮できるための教
養，知識，経験を総合的に獲得することのできる教育方
法を開発，実践していくことが必要である」と提言され
ている（中央教育審議会，2012，p.6）。
また，中央教育審議会（2005）における我が国の高等

教育の将来像 (答申 )の「高等教育の中核としての大学」
において「第三の使命」としての社会貢献の役割が記載
されており，さらに，「より直接的な貢献が求められる
ようになって」いると述べられている。
西川（2020, p.38）は，「国立大学の法人化以降，教育・

研究に加え社会貢献が第 3の使命として語られるように」
なり，「特に，大都市圏以外に立地するいわゆる地方大
学にとっては，立地地域の産業界や地域住民，自治体，
公共団体等との連携による地域への貢献活動への取り組
みが盛んになっている」と述べている。そして「政府主
導で進められる地方創生の後押しを受け，地域の自治体
等と連携した地域振興・活性化や地域課題の発掘・解決
等への取り組みが活発化している」と述べ，地方大学に
おける取り組みが活性化しているという点を指摘してい
る。一方， 経済産業省は， 2006年「職場や地域社会で多
様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」と
して，以下の 12の要素から構成される 3つの能力「社
会人基礎力」を提示した（経済産業省，n.d.-a）。その後，
平成 29年度に開催した「我が国産業における人材力強
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化に向けた研究会」では，ライフステージの各段階で活
躍し続けるために求められる力として「人生 100年時代
の社会人基礎力」として新たに定義された（経済産業省，
n.d.-b）。そして，その力は，職場や地域社会で多様な人々
と仕事をしていくために必要な基礎的な力として以下
の 3つの能力・12の能力要素が提示されている。これら
の能力は，社会に出る前の学生にとっては，地域との連
携活動等の実践の機会を通じて培うことができると考え
る。

➀ 前に踏み出す力（アクション）・・主体性（物事に進
んで取り組む力），働きかけ力（他人に働きかけ巻き
込む力），実行力（目的を設定し確実に行動する力）

➁ 考え抜く力（シンキング）・・課題発見力（現状を分
析し目的や課題を明らかにする力），計画力（課題の
解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力），創
造力（新しい価値を生み出す力）

➂ チームで働く力・・発信力（自分の意見をわかりやす
く伝える力），傾聴力（相手の意見を丁寧に聴く力），
柔軟性（意見の違いや立場の違いを理解する力），状
況把握力（自分と周囲の人々や物事との関係性を理解
する力），規律性（社会のルールや人との約束を守る
力），ストレスコントロール力（ストレスの発生源に
対応する力）

経済産業省（n.d.-b）pp.2-5. 

以上，教育における制度や方針を概観してきた中で，
「社会貢献」が大学の役割の一つとなっているというこ
と，また，それに基づいて，大学が教授すべき素養が
専門知識だけではなく，それを使用して社会に貢献して
いくために必要な能力を育成していくことが重要な役割
とされていると総括できる。そのためには，教室での一
方向のレクチャーを受講するという形式だけではなく，
Project-based Learning（PBL）等のアクティブラーニング
の必要性が高まってくる。そこで，大学としては，教育
目標を達成するために，地域をフィールドとして，様々
なアクターとの連携活動を求めるということになる。ま
た学生にとっては，前掲（第 2章第 2節）の通り「学生
の主体性の側面から域学連携をみると，学生個人やサー
クル活動をはじめ，参画への任意性が高いものから，正
課の必修科目としての活動をはじめ，参画への任意性が
低いものまで多様である」（萩原・井上 , 2019）と述べ
られているように，地域をフィールドとして様々なアク
ターと協働する実践の機会を得るという便益，つまり前
掲（第 2章 3節）の「認知的便益」や「社会的便益」に

加えて，大学の必修科目としての活動や単位取得という
便益 , つまり同じく前掲の「実用的便益」を享受するこ
とが目的となる場合もある。そして，大学卒業後の就職，
そして社会人生活に備えて，これらの能力を養成し自己
成長につながることが，便益，つまり同じく「認知的便
益」となりうる。しかしながら，大学が教育として地域
との連携活動に取り組み，それらがきっかけとなって，
学生が地域に関与していくことで，地域を中心とした全
てのアクターとの共通目的を意識し，地域に関心を持ち
関与を高めていくという変容を経て，地域との共創につ
ながっていくことが期待される。

4．総括と今後の方向性
本稿では，大学と地域との連携という多層的・包括的

な概念において，サービス・ドミナント・ロジックを適
用することで整理し，その全容を明らかにすることを試
みた。
前掲の図 1に示したように，マクロ・レベルでは，政

府，メソ・レベルとして大学，自治体等，ミクロ・レベ
ルでは，大学教職員・自治体職員等のアクター間におけ
る，制度およびインタラクションを位置づけた。さらに，
大学と地域との連携の類型化における先行研究レビュー
にあたり，そのオペランド資源とオペラント資源という
概念を用いることで，大学と地域がそれぞれ提供可能な，
また求められている資源について分析を行った。さらに，
マクロ・レベル・システムとしての，まち・ひと・しご
と創生法および総合戦略，教育基本法・学校教育法等を
概観することで，大学が求められている役割について明
確化を図った。
大学と地域との連携における「資源」について明らか

にされたことは，大学においては，オペラント資源とし
ての「専門知識」と「若者・よそ者視点」であり，地域
においては，オペランド資源としての「実践の場」である。
しかしながら，大学としての便益という観点のみから活
動を行うのではなく，地域に関わるすべてのアクターが
前掲（村山 , 2012）の共通目的「より良い地域を創造し
発展させていくこと」のもと活動することが望まれる。
さらに，現状の大学と地域との連携活動，とりわけ文

科系の学生の活動においては，「若者・よそ者視点」が
主なオペラント資源となっているが，大学の目的および
役割に立ちかえるとそれらの視点だけではなく，「専門
知識」がオペラント資源となることが望まれる。教員・
研究者・大学院生だけが専門知識をオペラント資源とし
て提供するのではなく，今後は，学生が大学で学んだ専
門知識を活かすことができる「実践の場」としてより一
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層活用していくことが望まれる。前掲の基本教育法第 7

条の大学の「基本」および学校教育法第 83条の「大学
の目的」を再び参照すると，「大学は，学術の中心とし
て，高い教養と専門的能力を培うとともに，深く真理を
探究して新たな知見を創造し，これらの成果を広く社会
に提供することにより，社会の発展に寄与するものとす
る」とされている。ここでは，高い教養と専門的能力，
そしてそれらに基づいて新たに創造された知見をもって
社会に貢献することが示されている。また学校教育法第
九章第八十三条「大学の目的」 では，「大学は，学術の中
心として，広く知識を授けるとともに，深く専門の学芸
を教授研究し，知的，道徳的及び応用的能力を展開させ
ることを目的とする」と示されており，ここでも専門知
識を展開することが目的とされている。さらに，前掲の
「各専攻分野を通じて培う学士力」の参考指針として「知
識や技能を活用して複雑な事柄を問題として理解し，答
えのない問題に解を見出していくための批判的，合理的
な思考力をはじめとする認知的能力 」「 人間としての自
らの責務を果たし，他者に配慮しながらチームワークや
リーダー シップを発揮して社会的責任を担いうる，倫理
的，社会的能力 ・ 総合的かつ持続的な学修経験に基づく
創造力と構想力」「 想定外の困難に際して的確な判断を
するための基盤となる教養，知識，経験を育むこと」が
挙げられている通り，大学は専門知識を教授するだけで
はなく，その活用においても実践の機会を提供する役割
とその教育方法の開発が求められている。
若者・よそ者の視点は，イノベーションにつながる重

要な要素となりうるため，その視点を持ちながらも，本
来大学に求められている役割としては，学術を通じて専
門的知見を養い，それらをもって社会の発展に寄与する
ことである。前掲の図 2においては現状の大学と地域と
の連携活動を示しているが，図 3に示すように，資源と
しての「若者・よそ者視点」を持ちつつ，大学で修得し
た「専門知識」をもって社会実装していく方向に活動の
範囲を広げていくことが今後の方向性としてあるべき姿
であると考える。そして，地域内の企業や必要に応じて
他大学等との連携も含め，共創が促進される制度づくり
が必要になってくると考える。
その際に課題となるのは，産学連携は「理科系研究」

の成果活用が主流であるが，「文科系研究」における専
門知識を活用した地域との連携，そして産学連携を促進
させていくための制度の設計である。地方創生の文脈で
は，前掲（第 3章第 1節）の「まち・ひと・しごと創生法」
の 4つの基本目標のうち「地方における安定した雇用を
創出する」「地方への新しいひとの流れをつくる」とい
う目標に到達するためには，理科系研究だけではなく文
科系研究においても，専門知識を活かした地域との連携，
さらに産学連携による新規事業の創出や起業への道筋，
枠組みの設計が鍵となる。つまり，図3に示すように若者・
よそ者視点だけではなく，域学連携が専門知識に基づい
た活動となるように専門知識と共創の象限にシフト・拡
大していくことが重要である。しかしながら，それは一
足飛びに実現するものではない。そのため，まずは，大
学側の教職員，そして学生自身が，その意識を持つこと

 

 
図図 22  
 

 

 
図図 33  
 
 
 

図 3　大学と地域との連携における類型（今後の方向性）
出所：先行研究（中塚・小田切 , 2016ほか）を参考に筆者作成
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が第一歩となる。なお，研究室，授業を基盤とした活動
であれば，専門知識を活用することは相対的に実現しや
すいが，構成メンバーの専門分野がそれぞれ異なる PBL

におけるプロジェクト活動やボランティア活動では，全
ての構成員が同じ専門分野を直接的に活かしていくこと
は難しい。しかしながら，それぞれのメンバーの持ちう
る専門知識をオペラント資源として共創につなげていく
という意識を持つことが重要であると考える。さらに，
専門知識・若者の視点を地域との連携にいかしていくた
めのカリキュラムの構築も必要となるだろう。
本稿では，地域との連携における大学の役割と今後の

方向性について示唆を行ったが，次なる研究課題は，大
学が地域を中心としたエコシステムにおいて，その役割
を果たしていくために，いかなる制度設計を行うかにつ
いて，その具体的なあり方を検討することである。

利益相反　
本稿に関して，開示すべき利益相反はない。

[1] 「まち・ひと・しごと創生基本方針 2015」pp.21-26.

地方大学の活性化におけるプランについて以下の通り記
載されている。（抜粋）
➀ 知の拠点としての地方大学強化プラン
 地域ニーズに対応した高等教育機関の機能を高めるた
め，地方大学や高等専門学校，専修学校等において，地
域とのつながりを深め，地域産業を担う人材養成など地
方の課題の解決に貢献する取組を促進する。
➁ 地元学生定着促進プラン 

地方大学等への進学，地元企業への就職や都市部の大学
等から地方企業への就職を促進するため，地方公共団体
と大学等との連携による雇用創出・若者定着に向けた取
組等を促進する。また，学校を核として，学校と地域が
連携・協働した取組や地域資源をいかした教育活動を推
進するとともに，地元就職につながるキャリア教育や，
地域を理解し愛着を深める教育により，地域に誇りを持
つ人材の育成を推進し，地域力を強化する。
➂ 地域人材育成プラン 

大学や高等専門学校，専修学校，専門高校をはじめとす
る高等学校における，地元の地方公共団体や企業等と連
携した取組を強化することにより，地域産業を担う高度
な専門的職業人材を育成し，また，地元企業に就職する
若者を増やすとともに，地域産業を自ら生み出す人材を
創出する。また，地域に根差したグローバル・リーダー
育成の取組を推進する。
[2]「人口 5万人未満の地方圏の地方公共団体における大

学との連携事例集　地方へのサテライトキャンパス設置
に向けた参考資料」pp.3-4. https://www.chisou.go.jp/sousei/

about/satellite-campus/point/pdf/under5-renkei.pdf

令和 6年 3月一般財団法人日本開発構想研究所事例集は，
「東京圏と令和 6年能登半島地震にかかる災害救助法の
適用を受けた地方公共団体を除く，人口 5万人未満の地
方公共団体を対象としてアンケート形式で実施し，420

団体の市町村（人口 5万人未満の市町村全体の約 40％の
回収率）から回答を得た」としており，「420団体のうち，
大学との連携事例を回答した団体数は 288団体」と記載
されている。
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